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基 本 理 念 

「人がまちをつくり、まちが人を育む学びの循環のもと、 

たくましく、しなやかに自立する人を育てます」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策 定 趣 旨 

本市では、平成 27 年 12月に策定した「教育の振興に関する施策の大綱」（教育大綱）と平成 29

年１月に策定した「第２期仙台市教育振興基本計画」のもと、教育施策を推進してきました。 

令和３年度からは、まちづくりの新たな指針となる「仙台市基本計画」がスタートします。 

社会環境の変化が激しく将来の予測が難しい時代にあって、本市教育の理念と新しい方針を定

め、その下で効果的に教育施策を進めるため、令和３年度末までを計画期間とする「第２期仙台市

教育振興基本計画」の終期を繰り上げ「教育の振興に関する施策の大綱」と一体化し「仙台市教育

構想 2021」を策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

仙 台 市 教 育 構 想 2021 
最終案 概要版 

ＳＤＧｓの推進、グローバル化の進展、 

感染症を踏まえた生活・行動様式の変化、 

急速に進む技術革新、情報化の進展、 

人生 100 年時代の到来 など 

社会環境の変化 国の動向 

第３期教育振興基本計画、 

新学習指導要領、 

教育機会確保法、 

ＧＩＧＡスクール構想 など 

教育の振興に関する施策の大綱 

（平成 27 年 12 月～令和３年３月） 

第２期仙台市教育振興基本計画 

（平成 29 年 4 月～令和４年３月） 

仙台市教育構想 2021 

（令和３年４月～令和８年３月） 

配布資料１ 

参 考 資 料 

強い意志や知恵で乗り越える 
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基 本 方 針 

基本理念の実現に向けた６つの基本方針 

基本理念の実現に向けて、これまでの取組における課題や社会状況の変化により新たに生じた課題を踏ま
え、今後の教育施策を展開するうえでの基本的な方針を、次の６つにまとめます。 

 

基本理念 ６つの基本方針 教育を巡る環境変化など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育施策を進めるための各主体の役割 

 基本方針に基づく教育施策を進め、基本理念の実現につなげるためには、教育に関わる各主体が、子どもの教
育や生涯の学びについてその役割を意識し、地域社会の中で協働し支えあいながら取り組むことが不可欠です。 
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基本方針Ⅰ  
夢と希望を持ち、自らの可能性に挑戦する 
力を育てる学校教育 

基本方針Ⅱ  
健やかな心身を備え、豊かな人生を 
拓く力を育てる学校教育 

基本方針Ⅲ 
個性に応じた一人ひとりの学びを促し、 
長所を引き出す学校教育 

基本方針Ⅳ 
生涯にわたり誰もが主体的に 
自分らしく学べる機会の充実 

基本方針Ⅴ 
学びでつながり、 
郷土を愛し絆を深める地域づくり 

基本方針Ⅵ 
学びを支える確かな教育環境整備 

・ＳＤＧｓを意識した取組 

・急速に進む技術革新への対応 

・ＧＩＧＡスクール構想の加速 

・新学習指導要領への対応 

・豊かな人生の基盤となる 
「知・徳・体」の育成 

・命と心を守り育む取組の推進 

・多様性に応じた教育の充実 
・教育機会の確保の総合的な推進 
・学校における働き方改革 
・教職の魅力向上 

・人生 100 年時代を見据えた 
 生涯にわたる学びの充実 
・誰もがいつでも学び続けることが

できる環境づくり 
・ラ イ フ ス テ ー ジ に 応 じ  

・社会全体での学びの環境づくり 

・家庭教育を支える取組 

・住民参画による地域づくり 

・教育施設における計画的な環境整備  

・感染症も含めた社会状況の変化に 
対応した学びの場づくり  

・ＩＣＴ環境の充実 

 
 
 
 
 

仙台市・仙台市教育委員会 

学校 

 

地域 

地域は、ライフステージに応じた学び

の場となり、学びを通じて住民の繋が

りや生きがいを創出します。地域とと

もに歩みを進めてきた学校・社会教育

施設を交流の「核」として、家庭と協

働し子どもの育ちを支え、豊かなコミ

ュニティをつくります。 

学校は、児童生徒が社会で自立して生きるために必要となる力を育て、多様な人々と協働し主体的に学ぶ態度を育みます。 

また、教員が生き生きと働き学びつつ、児童生徒の長所を引き出せる環境をつくるとともに、地域・家庭との連携基盤を強めます。 

家庭 

仙台市・仙台市教育委員会は、学校教育、社会教育、家庭教育において、安心で充実した教育機会が提供されるよう環境を

整える責務があります。教育構想により、学校、地域、家庭がそれぞれの役割を果たせるよう、各般の教育施策を着実に進めます。 

家庭は、全ての教育の出発点で

す。保護者は子どもの教育に第

一義的な責任を有しており、学

校や地域、行政とつながり、相

互に助けあいながら、子供の健

やかな育ちを支えます。 

など 

など 

など 

など 

など 

など 
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Ｓ Ｄ Ｇ ｓ と の 関 係 

ＳＤＧｓと教育 
 

○ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）は、「誰ひとり取り残さない」を理

念とし実現に向けた 17の目標を掲げています。このうち教育は目標４「質の高い教育をみんなに」に掲げ

られ、全てのＳＤＧｓに関わる取組の

基礎となるものです。ＳＤＧｓの理念

や目標を実現していくためには、現代

社会が直面する環境、貧困、人権、平

和、開発といったグローバルな課題を

自らの問題として捉え、身近なところ

から取り組むことにより、課題の解決

につながる新たな価値観や行動を生み

出していくことが求められます。 
 

持続可能な社会づくりに向けた本市の取組 
  

○ 学校教育では各教科や総合的な学習の時間などでの学びを通じ、社会教育では市民センターでの講座や社

会学級での学びなどを通じ、身近な地域課題を切り口としてライフステージに応じた様々な学びや活動の

場面で取り組んできました。今後も、持続可能な社会づくりを意識し、自ら考え、解決に向け行動するこ

とができるよう取り組みます。 

 

 

 

ＳＤＧｓと関連が深い取組項目 

杜の都のエコ・スクール 【基本方針Ⅰ】 市民センター講座や主催事業 【基本方針Ⅳ】 

児童生徒が環境問題を理解し、負荷が少なく地球

環境に優しい学校生活や環境の保全について、主体

的に考え実践する活動を推進しています。 

 地域に身近な社会教育施設である市民センター

において、現代社会の様々な課題を学ぶ講座の実

施により、市民の主体的な学びと地域づくりを支

援していま

す。 

仙台版防災教育 【基本方針Ⅱ】 社会学級の運営支援 【基本方針Ⅴ】 

震災の経験と教訓を活かし、平時から災害に備

え、自分の命と安全を確保する「自助の力」、平時

から他者や地域の力となり、災害対応や復興に参画

する「共助の力」の育成に取り組んでいま

す。 

 各小学校・特別支援学校に社会学級を開設し、

環境・福祉・防災などを課題にした市民の主体的

な学びを支援するとともに、地域活動の活性化に

繋げていま

す。 

多様性に応じた教育機会の確保 【基本方針Ⅲ】 安心で利用しやすい教育環境づくり 【基本方針Ⅵ】 

不登校児童生徒への支援や特別支援教育の充実、

外国人児童生徒への支援など、様々な学びの求めに

応じた教育機会の確保に取り組んでいます。 

 

学校や社会教育施設について、計画的な保全と

更新を行うとともに、ＩＣＴ環境の充実や学校へ

のエアコン設置・トイレの洋式化、社会教育施設

の展示内容の更新など、教育環境の充実を図って

います。 

 
 

<目標４>  

質の高い教育をみんなに 

<目標 17> 
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Ⅰ－１ 未来の創り手となるための力の育成 

施策① 仙台自分づくり教育の推進 

施策② 持続可能な社会づくりに向けた 

教育の推進 
 

Ⅰ－２ ＩＣＴ教育の推進 

施策① ＩＣＴを活用した協働的で 

一人ひとりに適切な学びの推進 
 

Ⅰ－３ 教育の機会均等に向けた支援 

施策① 学びを支える経済的な支援 

基本方針Ⅰ 夢と希望を持ち、自らの可能性に挑戦する力を育てる学校教育 

 

Ⅱ－１ 豊かな心の育成 

施策① 互いを理解し思いやる心を育む教育の推進 

施策② いじめ防止等対策の総合的な推進 
 

Ⅱ－２ 確かな学力の育成 

施策① 学びに向かう力の向上を図る取組の推進 

施策② 主体的・対話的で深い学びの充実 

施策③ 幼児期からの切れ目のない教育の推進 

施策④ 魅力ある高校教育の推進 
 

Ⅱ－３ 健やかな体の育成 

施策① 望ましい食習慣・生活習慣づくりの推進 

施策② 体力の向上を目指した運動の日常化の推進 
 

Ⅱ－４ 危機対応力の育成 

施策① 仙台版防災教育の推進 

施策② 感染症を踏まえた生活習慣づくり 

基本方針Ⅱ 健やかな心身を備え、豊かな人生を拓く力を育てる学校教育 

◎主な取組方針 ＜未来の創り手となるための力の育成＞ 

・たくましく生きる力育成プログラムの実践により自己肯定

感やコミュニケーション能力などの向上を図るとともに、

自分づくり夢教室や職場体験活動、体験型経済教育など、

多様なキャリア教育を体系的に進め、社会的・職業的自立

に向けた資質と能力を育成します。 

・各教科等での学習や体験活動を通じ、ＳＤＧｓの理念や背

景にある地球規模の課題を体系的に学べるよう、新たに学

校教育での取組指針等を示しながら、持続可能な社会の創

り手としての資質と能力を涵養します。 

◎主な取組方針 ＜ＩＣＴ教育の推進＞ 

・児童生徒１人１台端末を活用し、他者との関わり合いを通して学びを深める協働的な学びと一人ひとりに

適切な学びを推進します。また、対面とオンラインの特性を踏まえつつ、各手法を組み合わせた効果的な

学びを展開するため、教員のＩＣＴを活用した指導力の向上や運用支援体制の構築等に取り組みます。 

・感染症や自然災害などによる臨時休業への対応や不登校児童生徒、病気療養中の児童生徒への支援など、

様々な状況に対応した学びを保障するため、遠隔教育を推進します。 

◎主な取組方針 ＜豊かな心の育成＞ 

・命の大切さや尊さを理解するとともに、ソーシャ

ルスキルトレーニングやストレスマネジメントを

取り入れながら、温かい人間関係を築く力を育む

「命を大切にする教育」の授業実践を重ねます。 

・「特別の教科 道徳」等の実践により、答えが一つ

ではない道徳的な課題を児童生徒一人ひとりが自

分自身の問題と捉え、考える態度を育みます。 

・各学校におけるアンケート調査の実施や 24 時間

いじめ相談電話など、児童生徒や保護者が相談し

やすい体制づくりを進めるとともに、仙台市いじ

め等相談支援室などの関係機関と連携しながら、

いじめの早期発見、早期対応の取組を進めます。 

・いじめ対策専任教諭・児童支援教諭の体制強化や

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワー

カー・スクールロイヤーなどの専門職による相談

体制の充実を図るとともに、いじめへの組織的な

対応力の向上を図ります。 
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Ⅲ－１ 多様性に応じた教育機会の確保 

施策① 不登校対策の推進 

施策② 特別支援教育の充実 

施策③ 様々な学びの求めに応じた支援の充実 
 

Ⅲ－２ 一人ひとりに向き合える環境づくり  

施策① ３５人以下学級の実施 
 

Ⅲ－３ 魅力ある教職の実現 

施策① 学校における働き方改革 

施策② 教員の資質・能力の向上と人材確保  

基本方針Ⅲ 個性に応じた一人ひとりの学びを促し、長所を引き出す学校教育 

◎主な取組方針 ＜多様性に応じた教育機会の確保＞ 

・学校での居場所となる「ステーション」の設置推進や相

談支援の充実など学校内の支援体制づくりを進めるほ

か、フリースクール等の民間施設との連携による支援の

充実を図るなど不登校対策を推進します。 

・小中学校における通級指導体制や市立高等学校での通級

指導の充実を図るほか、特別支援教育コーディネーター

の養成を進めるなど、特別支援教育の充実を図ります。 

 ◎主な取組方針 ＜確かな学力の育成＞ 

・標準学力検査・学習状況調査の結果について科学的な分析を行い、児童生徒や家庭に周知し学習意欲の基礎

となる望ましい生活習慣づくりを支援します。 

 ・新学習指導要領に沿って、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善やカリキュラム・マネジメン

トの適切な運用による教育活動の質の向上に取り組みます。 

・少人数指導や放課後等を活用した補充学習により、一人ひとりに応じたきめ細かな学習支援を進めます。 

・グローバル化の進展に対応した児童生徒の外国語によるコミュニケーション能力の育成に向け、専門の教科

担当教員による指導の充実など、外国語指導体制の強化を図ります。 

Ⅳ－１ ライフステージに応じた学びの支援 

施策① 市民の主体的な学びの支援 

施策② 社会教育施設の専門性を活かした多様な学びの提供 

施策③ ＩＣＴを活用した多様な学びの提供 

施策④ 学びにつながる支援の充実 
 

Ⅳ－２ 学びを支える人材育成 

施策① 社会教育事業に携わる職員の育成 

施策② 自ら学ぶとともに、市民の学びを 

サポートする地域人材の育成と活躍促進 

基本方針Ⅳ 生涯にわたり誰もが主体的に自分らしく学べる機会の充実 

◎主な取組方針  

＜ライフステージに応じた学びの支援＞ 

・社会教育施設においてＳＤＧｓとの関連を意識

した事業展開を図り、現代社会の課題を自らの

問題として捉え、身近なところから取り組む意

識の向上を図ります。 

・感染症を踏まえた新しい生活様式や価値観の変

化に対応し、社会教育施設において、デジタル

技術を活用した学習コンテンツの提供に取り組

みます。 

◎主な取組方針 ＜魅力ある教職の実現＞ 

・事務手続きのデジタル化やＩＣＴを活用した研修・会議の推進等による校務の効率化を一層進めるととも

に、部活動における外部人材の参画を推進するなど、学校における働き方改革を推進します。 

・教員採用試験合格者向けの採用前研修の実施や、教科指導エキスパートの派遣などを通じ、若手教員の指導

力の向上を図ります。 

・学校ボランティアや学習支援員など、教員を目指す大学生が学校の支援を行いながら、教職の魅力を実感で

きる取組を進めます。 

 

◎主な取組方針 ＜一人ひとりに向き合える環境づくり＞ 

・教員が児童一人ひとりとより丁寧に向き合い、少人数に

よるきめ細かな指導を行っていく体制を構築するため、

小学校での 35人以下学級を拡充します。 
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Ⅴ－１ 社会全体で子どもを育てる環境づくり 

施策① 地域とともに歩む学校づくりの推進 

施策② 学びを通じた地域づくりの推進 
 

Ⅴ－２ 家庭教育の支援 

施策① 家族がともに学び、ふれあう機会づくりの推進 

施策② 保護者の不安や悩みに寄り添う取組の推進 
 

Ⅴ－３ 地域づくりに向けた学びの推進 

施策① 地域における学びと実践の機会の充実 
 

Ⅴ－４ 豊かな歴史・文化を活用した学びの機会づくり 

施策① 仙台の歴史や文化の継承と発信  

施策② アートを活かした地域の魅力の創出 

基本方針Ⅴ 学びでつながり、郷土を愛し絆を深める地域づくり  

◎主な取組方針 ＜社会全体で子どもを育てる環境づくり＞ 

・市立学校への 

「仙台版コミュニティ・スクール」 

の導入を推進します。 
 

「仙台版コミュニティ・スクール」 

仙台版コミュニティ・スクールは、 

保護者や地域住民等の代表で構成した 

学校運営協議会を設置し、学校運営の目標やビジョンを共有することで、学校と力を合わせて教育活動に取り組み、そ

の評価を行うものです。学校支援地域本部などと連携・協働し、地域にある団体や地域住民とのネットワークを構築

し、地域一体となった教育の実現を目指します。 

 

Ⅵ－１ 安心で利用しやすい教育環境の充実 

施策① 学校・社会教育施設の計画的な保全・更新  施策③ 健やかで安全な学校生活の環境整備 

施策② ＩＣＴ教育基盤の整備           施策④ 学校規模適正化の推進 

基本方針Ⅵ 学びを支える確かな教育環境整備 

◎主な取組方針 ＜豊かな歴史・文化を活用した 

学びの機会づくり＞ 

・歴史・文化資源の保全と活用を進め、市民や仙台

を訪れた人が歴史に親しみ、より一層学び、楽し

める機会を創出します。 

・史跡仙台城跡の遺構等の保存と活用を図りながら

次世代へ継承するとともに、城郭らしい景観の顕

在化や歴史的眺望の実現に向けた整備を進めま

す。 

◎主な取組方針 ＜家庭教育の支援＞ 

・学習を通じた家族の会話やふれあいの機会づくり

と家庭での学習習慣の定着に向け、家庭学習ノー

ト仙台の更なる活用に取り組むとともに、絵本を

通じた乳幼児と保護者のふれあいの機会づくりに

ついて検討を進めます。 

◎主な取組方針  

・本市全体の公共施設マネジメントとの整合性を確保しつつ、学校施設及び社会教育施設の計画的な保全・

更新を進めます。 

・一人ひとりに適切な学びの実現に向け、教育通信ネットワークの構築と強靭化を進めるとともに、遠隔教

育の展開に向けた環境整備を行います。 

・学校における感染症対策の徹底を図るとともに、衛生環境の向上に向け、学校のトイレの洋式化や乾式化

を進めます。 

・警察や地域・家庭との連携のもと、学校防犯巡視員の確保や学校ボランティア防犯巡視員への参画を促進

し、防犯巡視体制の充実を図ります。 


